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はじめに 

 

港区では、都内で二酸化炭素（以下「ＣＯ２」という。）排出量が最も多く、建築物か

らの排出量が８割を占めるとともに、過度なエネルギー消費に伴う空調排熱の影響等に

より、地球温暖化に加え、気温が更に上昇するヒートアイランド現象が顕著です。また、

過去 100 年間の年平均気温の上昇幅が全国に比べ約３倍と大きいことから、気温上昇に

よる区民への影響を最小限にするため、全国で最も多くＣＯ２を排出している東京都と

同水準の 2030 年度目標を設定し、ＣＯ２削減等の取組を進めています。 

しかし、現行施策だけでは目標達成が難しく、気温上昇等による区民への影響を最小

限に抑えることができないと考えられることから、建築物への省エネルギー化を更に推

進する新たな施策の構築と、その実施手法を条例として検討し、温室効果ガス排出量報

告制度を創設することとしました。 

令和２年３月に港区地球温暖化対策条例を公布するとともに、令和３年４月より各種

制度を施行することとなりました。 

そのうち既存建築物に関しては、地球温暖化対策報告書制度として、区内一万㎡以上

の事業所に対し、事業活動に伴うエネルギー消費・ＣＯ２排出量等の実績について、届

出を義務付け、その内容を評価した上、技術的支援等を行うことで、事業者の環境配慮

に対する意識の向上を図ります。 

また、届出内容を区民等に「見える化」することで、区と事業者が協働して、省エネ

化によるＣＯ２排出削減に取り組みます。取組に当たり、省エネ取組目標として優秀水

準を設定し、計画的な省エネ取組を促進します。 

 

 

出典；オール東京 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防⽌プロジェクト」 

図 港区の二酸化炭素排出量の内訳 
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1 制度の概要 

1.1. 港区地球温暖化対策報告書制度の目的 

港区地球温暖化対策報告書制度は、以下のような目的で施行します。 

 区が既築建築物である区内事業所の事業活動に伴う温室効果ガス排出量（エ

ネルギー消費量）の実績や自主的な削減目標、削減対策等の状況を把握する

ことで、次の取組につなげていきます。 

 事業者からのエネルギー消費等の報告により、区と事業者とのコミュニケー

ションを円滑化し、制度に対する理解を深めて頂くとともに、区内事業所に

おける更なる地球温暖化対策の推進を図ります。 

 区独自のベンチマーク評価の作成と分析を行い、更なる低炭素化推進策の強

化・拡充につなげます。 

 ベンチマーク評価結果及び対象事業所の削減成績（順位）、取組状況などを各

対象事業者に通知し、自らのエネルギー消費原単位やＣＯ２排出原単位を把握

してもらうことで、省エネ意識の向上を促進します。 

 

区内事業所に対し、事業活動に伴うエネルギー消費量やＣＯ２排出量等の実績等

の届出を義務付け、評価や技術的支援等を行うとともに、届出内容を区民等に公開・

開示することで、ＣＯ２排出削減に取り組んで頂く制度となります。 

 

【地方公共団体の地球温暖化対策報告書（計画書）】とは 

事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減に向けた積極的な取組を促進す

るため、一定規模以上の事業活動を行う区内事業所に対し、エネルギー消費量や温

室効果ガスの自主的な削減目標、削減対策等の提出を義務付け、その概要を区・事

業者が公表するものであり、「地球温暖化対策報告書（計画書）制度」のこと（図１

参照） 

 

 

 

 

図 1-1 地球温暖化対策報告書（計画書）制度の仕組み 

出典：環境省「地方公共団体における地球温暖化対策等に係る 

計画書制度ステップアップのための支援プログラム」資料 

 

1.2. 根拠法令、参考法令等 

 「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」（条例第九

号、令和二年三月一〇日） 
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 「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する規則」（規則第 61

号、令和 3 年 4 月 1 日） 

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則」（平成 12 年 12 月

22 日、条例 215 号 平成 25 年 4 月 1 日改正、以下「環境確保条例」とい

う。） 

  

 

 

1.3. 対象事業所 

 本制度では、以下に示す事業所を対象とします。 

 

表 1-1 区報告書制度の対象事業所 

事業所  対象規模等 略称 

低炭素化促

進事業所 
① 

延べ面積 10,000 ㎡以上の事業所（以下②

及び③を除く。） 

1 万㎡以上事業

所 

② 

東京都地球温暖化対策報告書制度（以下

「都報告書制度1)」という。)の対象事業

所 

都報告書制度対

象事業所 

③ 

東京都総量削減義務と排出量取引制度

(以下「都 C&T 制度2)」という。)の対象事

業所 

都 C&T 制度対象

事業所 

低炭素化協

力事業所 
④ 

延べ面積 300 ㎡以上 10,000 ㎡未満の事

業所 

300～1 万㎡未

満事業所 

 

！ 延べ面積 1 万㎡以上の事業所は、都報告書制度や都 C&T 制度の対象から外れた

場合においても、本制度の義務対象事業所のままとなります。 

 

 

 

                             

1）中小規模事業所を対象とした制度で、同一事業者の事業所等の前年度の原油換算エ

ネルギー使用量の合計が年間 3,000kL 以上になる場合、その事業者は、義務提出者と

して、事業所等の報告書（温室効果ガス排出量と省エネ対策取組状況等）を取りまと

めて提出する義務と公表の義務が課せられる。3,000kL 未満でも自主的に報告書を提

出することが可能となっている。 

2）大規模事業所を対象とした制度で、対象事業所には計画期間に応じた CO2 排出量の

総量削減義務が課せられており、義務量以上の削減が達成できた場合は、排出量取引

（C&T(キャップ＆トレード)）ができる。 



 

 

3 

 

（参考）対象事業所判定フロー 

 

 

 

 

1.4. 報告書提出から公表までの流れ 

 手続きの流れについて図 1-2 に示します。 

低炭素化促進事業所（表 1-1 の①～③）と低炭素化協力事業所（表 1-1 の④）の

いずれも、12 月末が提出期限となります。 

 

①  1 万㎡以上事業所  

②  都報告書制度対象事業所  

③  都 C&T 制度対象事業所  

④  300～1 万㎡未満事業所  
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図 1-2 手続きフロー図 

1.5. 報告書の提出 

 

 低炭素化促進事業所を有する所有者等は、地球温暖化対策報告書を提出する義務

があります。 

 低炭素化協力事業所を有する所有者等は、地球温暖化対策報告書を提出すること

ができます。 

 所有者等とは、下記のような人も含まれます。 

 区分所有物件における管理組合法人 

 信託物件における受益者（特定目的会社、合同会社、投資法人などを含

む。） 

 投資法人、特定目的会社等の所有物件について管理処分業務等の委託を

受けた者 

 信託物件について指図の権限の委託を受けた者 

 PFI 事業における特別目的会社 

 

  

 なお、都報告書制度における信託物件を実務上運営する事業者（東京都へ報告書

を直接提出する事業者）は、上記の「所有者等」に含まれています。 
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1.6. テナント等事業者との協力推進体制等 

1 万㎡以上事業所の所有者等は、その事業所のテナント等事業者と協力して地球

温暖化の防止に関する対策を推進するための体制を整備する義務があります。 

300～1 万㎡未満事業所の所有者等は、その事業所のテナント等事業者と協力して

地球温暖化の防止に関する対策を推進するための体制を整備するよう努めてくださ

い。 

テナント等事業者は、所有者等が整備する協力推進体制に参画し、所有者等が報

告書を提出する場合、作成に協力するよう努めてください。 

 

 

図 1-3 協力推進体制の例 

1.7.  優秀水準の設定 

 エネルギー消費原単位又は CO2 排出原単位における以下の削減率を達成した事業

所は優秀とします。また、別途設ける表彰制度の評価の際の加点対象となります。 

 

優秀水準の基準となる削減状況 

・都 C&T 制度対象以外：年間２%以上 

・都 C&T 制度対象：都条例削減義務率＋年率 1％相当以上 

 

 ここで、基準年度とは、港区環境基本計画の基準年度のことであり、原則、2013

年度とします。不明な場合は、直近３か年の平均値とすることも可能です。 

 

 

1.8. 報告書の公開 

区に報告書を提出した事業者は、遅滞なくその内容を公開する義務があります。

また、提出された報告書の内容は、区ホームページ等でも公開するとともに、事

 ビル管理会社 

 エネルギー会社 

 他のテナント等 

ビルオーナー 

テナント

協力・情報提供等

協力・情報提供等

協力・情報

提供等 

 ビルオーナー 

 テナントへのエネルギー使用量な

どの情報提供 

 ビル全体の地球温暖化対策の推進 

 ビル管理会社棟への地球温暖化対

策の実施の指示 など 

 テナント 

 ビルオーナーの実施する地球温暖

化対策への協力 

 ビルオーナーへの独自のエネルギ

ー使用量などの情報提供 など 

 ビル管理会社等 

 ビルオーナーやテナントが実施す

る地球温暖化対策や温室効果ガス

排出量の把握のための支援 など 
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業者のホームページ等でも公開していただきます。 

 

公開内容のイメージ 

区は、事業者の報告書を基に事業者自身が公開するためのフォーマットを作成し、

フィードバックします。 

 

なお、本イメージは、あくまで現時点でのものであり、実際のレイアウト等は多少

変更となる場合があります。 

 

事業者の公開方法 

事業者は、区からのフィードバックを受け、自身のホームページ等で報告書の主

な内容について公開します。 
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2 報告書等の作成と提出 

 

2.1. 提出書類の概要 

 提出書類は、以下の内容とする。 

(ア) 地球温暖化対策報告書提出書(Excel 書式)（第８号様式） 

(イ) 地球温暖化対策報告書（Excel 書式）（第７号様式） 

 

都へ提出されている事業所は、（イ）の代わりとして下記に示す都様式でも提出可

能です。 

 都報告書制度対象事業所の場合・・・地球温暖化対策報告書（その２） 

                 ※（その１）は不要です。 

地球温暖化対策報告書ツールから出力された地球温暖化対策報告書データで

も提出可能です。 

 

 都 C&T 制度対象事業所の場合・・・地球温暖化対策計画書、特定温室効果ガ

ス排出量算定報告書（「その６」シート）、その他ガス排出量算定報告書 

 

2.2. 報告書等の作成 

 各様式の概要と記載内容を以降に示します。 

港区地球温暖化対策報告書提出書には、各事業者が港区内に所有する低炭素化促

進事業所すべてについて、まとめて報告して頂きます。低炭素化協力事業所も所有

している場合は、報告は任意です。 

 対象事業所ごとに、港区地球温暖化対策報告書を作成してください。 

事業所番号は、港区で付番し、区の HP 上で公開するため、各事業者は翌年度から

その事業所番号を記載してください。初年度は、番号の記載は不要です。 

 なお、港区地球温暖化対策報告書の提出者欄は、区分所有など、提出者が複数存

在する事業所の場合、プルダウンから「提出者（他の提出者は別紙「提出者一覧」

のとおり）」を選択してください。 

既に「事務手続の委任」を行っている場合は、代理人の住所･氏名を記入します

が、代理人が提出者（義務者）を兼ねるときは、「提出者兼別紙「提出者一覧」に

記載の者の代理人」を選択してください。 
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2.2.1. 港区地球温暖化対策報告書提出書 

 

記入欄 

（提出者） 

記入欄 

（提出者情報） 

記入欄 

（低炭素化促進事業所全て） 

（低炭素化協力事業所（任意）） 

 

事業所番号は、初年度のみ記載不要

となります。 
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2.2.2. 港区地球温暖化対策報告書入力シート

 

記入欄

港区HPで公表する項目

自動計

算欄 

自

動

計

算

欄 

自動

計算

欄 

任意提出対象の場合

は、プルダウンから文

言を変更してくださ
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別紙

年 月 日

港区地球温暖化対策報告書の提出者一覧

（住所及び氏名の欄は、法人にあっては、法人名、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入する。
☑は、前回の届出以降、氏名等の変更があった場合に選択する。）

事業所等の名称

事業所等の所在地 港区

住所

2 □ 氏名 □ 住所

地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
の
提
出
者
一
覧

1 □ 氏名 □

3 □ 氏名

6 □ 氏名 □ 住所

5 □ 氏名 □ 住所

□ 住所

4 □ 氏名 □ 住所

10 □ 氏名 □ 住所

9 □ 氏名 □ 住所

8 □ 氏名 □ 住所

7 □ 氏名 □ 住所

14 □ 氏名 □ 住所

13 □ 氏名 □ 住所

12 □ 氏名 □ 住所

11 □ 氏名 □ 住所
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2.3. 報告書等の提出 

 

2.3.1. 提出書類 

(ア) 港区地球温暖化対策報告書提出書（事業者につき１部）・・・第８号様式 

(イ) 港区地球温暖化対策報告書（事業所ごと 1 部）・・・第７号様式、別紙 

    （イ）は P7 のとおり、都の様式でも提出可能です。 

 

2.3.2. 提出方法 

港区地球温暖化対策報告書を提出する場合、（１）電子申請システム、（２）窓口

への持参又は郵送・配達のいずれでも結構です。郵送・配達の場合は、記録が残る

方法でお願いします。 

 

(1)電子申請システム 

 次のホームページから、該当する様式を選択し、必要事項の入力、電子ファイル

の添付等を行った上で申請してください。申請方法の詳細は、同ホームページに掲

載している「電子申請システム操作手順書」をご覧ください。 

 なお、電子申請に際して、代表印の押印や電子署名は一切不要です。 

https://logoform.jp/form/Mt5V/488012  

 

（２）窓口への持参又は郵送・配達 

 下記の提出先に 1 部（副本の返却を希望する場合は 2 部）提出してください。 

 提出書類の形式（紙、CD 等の電子媒体）は問いません。 

【注意】 

 郵送による副本の返信を希望される場合は、あて名の記載および必要金額分の

切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

 

【港区地球温暖化対策報告書に関する問合せ先・書類提出先】 

港区環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当 

住所：〒105-8511 東京都港区芝公園 1 丁目 5 番 25 号 8 階 

電話番号：03-3578-2564 ファックス番号：03-3578-2489 

e-mail: minato139@city.minato.tokyo.jp 

 

2.3.3. 提出期限 

 「1.5.報告書提出から公表までの流れ」に記載しているとおり毎年 12 月末です。 

 なお、郵送の場合の提出期限は必着です。 

Administrator
ハイライト表示
更新

Administrator
ハイライト表示
変更
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3 ベンチマークの活用 

 

3.1. ベンチマークの導入意義 

 「港区地球温暖化対策報告書制度」は、区内の建築物の更なる低炭素化へ向けた

際の現状把握の目的としたものであり、各事業所のＣＯ２排出量を把握し、具体的

な低炭素化対策に取組み、その内容を区に報告するものとなっています。 

 この制度を有意義なものとするためには、まず自身の事業所等が他の区内建築物

と比較した際にどのような位置づけになっているかの把握が重要と考えています。  

また、比較する際には使用時間や使われ方が近いと思われる建物用途ごとの比較が

重要となるため、ベンチマーク区分は建物用途ごとに設定します。 

 

3.2. ベンチマーク区分 

 当面は東京都の自己評価指標で使用されているベンチマーク区分を参考とします。

将来的にデータが一定数集まった段階で、港区ベンチマークを作成・公表予定です。 

 

表 3-1 ベンチマーク区分用途一覧（東京都の区分一覧） 
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3.3. ベンチマークの活用方法 

 

本解説書のベンチマークと、対象事業所のＣＯ２排出水準と比較することにより、

同業種の事業所全体の中で、自らのＣＯ２排出水準が多いのか少ないのか立ち位置

を知ることができます。また、ベンチマークの範囲やそのレンジに属する事業所の

割合を確認することで、自らの事業所が、概ね上位何％程度に位置しているのか把

握することができます。 

現状を認識することで、自らが目指すべき地球温暖化対策（事業所のＣＯ２排出

水準）について、次のステージが見えてきます。 

ベンチマークの有効な活用方法は、上位のＣＯ２排出水準を自分の事業所の次な

る目標水準として設定できることにあります。目標となる水準が定まることで、現

在実施している地球温暖化対策の内容や程度を客観的に評価・見直し、さらにステ

ップアップしていくためにはどの対策を実践していくことが良いのか等を具体的に

検討することが可能となります。 

具体的な目標を設定することで、地球温暖化対策・省エネ対策のＰＤＣＡサイク

ルを推進していくことができます。 

 当面は、東京都の低炭素ベンチマークを活用することになるため、以下の URL に

て詳細を確認ください。 

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/benchmark/index.html 
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